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市町村子ども・子育て支援事業計画に関する量の見込みについて 

 
１ 概要 

○ 子ども・子育て支援新制度に向けて策定する「市町村子ども・子育て支援

事業計画」には、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の５年間の「量

の見込み」・「確保方策（確保の内容、実施時期）を記載することになってい

ます。 

○ 国のスケジュールでは、「量の見込み」は平成 25年度中に、量の見込みに

対応する「確保方策」は平成 26 年度９月までに議論し、とりまとめること

となっています。 

「量の見込み」については、現時点で、平成 26 年４月が国への提出期限

となっています。 

○ 「量の見込み」は、国の「基本指針」及び「算出のための手引き」にした

がって、平成 25年度に実施したニーズ調査結果をもとに作成します。 

 
２ 国の手引きによる量の見込み算出方法の考え方 

○ ニーズ調査により求めた「各事業の利用意向の割合」を対象となる「潜在

家庭類型」・「年齢の各年度の推計人口」にかけあわせて、量の見込みを算出

します。 
（イメージ） 

見込み量 ＝ 推計児童数 × 潜在家庭類型 × 利用意向 

 
３ その他 

(1) 潜在家庭類型 

○ 平成 25 年度に実施したニーズ調査の結果をもとに、対象となる子どもの

父母の有無及び就労状況により、潜在家庭類型８タイプ（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｃ´・

Ｄ・Ｅ・Ｅ´・Ｆ）に分類します。 

○ 分類にあたっては、現在の就労状況に将来の就労意向を反映した「潜在家

庭類型」によるものとし、各類型の実数及び割合を算出します。 

 
(2) 推計児童数 

○ 人口推計は、住民基本台帳もしくは国勢調査のいずれかによる人口実績デ

ータに基づいて行います。 

○ 葉山町の子ども・子育て支援事業計画では、総合計画の策定に用いる人口

推計とあわせて、住民基本台帳から推計児童数を算出します。 

資料３ 



１　全国共通で「量の見込み」を算出する項目

２　家庭類型の種類

※　以上は、『市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等の
ための手引き』を加工して作成。

市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出について
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